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１ はじめに 

○ 神奈川県高等学校奨学金（ 以下「 奨学金」 と いいます。 ） は貸付け（ 借金） で

す。  

○ 貸付けを 受けた奨学生が借り たお金を 返還する こ と によ っ て、 次の奨学生（ 後

輩） に貸付けをするこ と ができ ます。  

○ 奨学金を 借り る のは、 保護者ではなく 、 高等学校等の生徒である 皆さ ん自身で

す。 申込みに当たっ ては、 返還のこ と も 考えて、 必要な額を 選択し てく ださ い。  

 ○ 奨学金は１ 年ごと の貸付けです。 翌年度も 貸付けを 受けたい場合は、 改めて申

し 込む必要があり ます。 また、 貸付けや免除等の要件も 見直し を 行う 場合があり

ますので、 申し 込む前に募集案内をよく 確認し てく ださ い。  

 

２ 奨学金の内容 
 
 ⑴ 募集人数 

   2,220人程度（予約採用・定期採用・随時採用の合計） 

    ※ 奨学金の貸付けは選考によ り 決定し ま すので、 応募要件を 満たし ていて

も 、 応募者が多数の場合は、 貸付けを 受けら れない場合や、 ⑶の貸付月額

の加算を受けら れない場合があり ます。  
 

 ⑵ 貸付月額（基本月額と加算額※） ※ 加算を希望する場合は申請が必要です。 

学年及び学校区分により 申込みができ る基本月額が異なり ます。  

学年 
学校 

区分 

基本月額 

（円） 

加算額 

（円） 

最大貸付

月額(円) 

１年生 
新入生 
に限る 

国公立 10, 000 20, 000 30, 000    30, 000 

私 立 10, 000 20, 000 30, 000 40, 000 50, 000  50, 000 

上 記 
以 外 
の生徒 

国公立 10, 000 20, 000    10, 000 30, 000 

私 立 10, 000 20, 000 30, 000 40, 000  10, 000 50, 000 
 

 ⑶ 貸付月額の加算（１年生（新入生）以外が対象） 

   国公立20, 000円、 私立40, 000円では必要な学資を 賄えない場合に、 その事情等

を 記載し た書類（ 高等学校奨学金加算申請理由書） を 提出する こ と によ り 、 基本

月額に10, 000円を加算するこ と ができ ます。  

※ 貸付額の選択にあたり 、 専攻科又は別科の１ 年生は新入生扱いと はなり ま

せんので、 10, 000円の加算を希望する場合は上記書類の提出が必要です。  

  ＜基本月額＋加算額（最大貸付月額）＞ 

   国公立 基本月額20, 000円＋加算額10, 000円＝30, 000円（ 最大貸付年額360, 000円）  

   私 立 基本月額40, 000円＋加算額10, 000円＝50, 000円（ 最大貸付年額600, 000円）  
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＜加算額の申込みについて＞ 

  加算額は、 次のいずれかの区分で、 学校長が推薦し たと き に申込みを する こ と が

でき ます。  

  ア 成績による区分 

    前年度の全履修科目の評定平均値が５ 段階評価で3. 5以上である場合 

  イ 学習活動・特別活動等による区分 

前年度に部活動、 委員会活動などの学校における 活動への取組みが良好であ

っ た場合 

  ウ 出席状況による区分 

前年度の出席状況が良好であっ た場合（ 年間の欠席日数が７ 日以内）  

  エ 国家資格等の取得目標による区分 

在学期間中に13～15ページの別表１ に掲げる 国家資格等の取得にチャ レ ン ジ

する場合（ 目標設定による申込み）  
 

⑷ 貸付月額及び加算額の選択 

高等学校奨学金奨学生願書提出時に貸付月額を選択し 、 １年生（新入生）以外

で加算を希望する場合はその旨を選択し ます。  

※ 選択さ れていないと 貸付けが遅れるこ と があり ます。  

※ 年度の途中で貸付月額を変更することはできません。  
 

⑸ 貸付期間 

ア 予約採用・定期採用 

令和８ 年４ 月から 令和９ 年３ 月までの１ 年間 

イ 随時採用（ ①・ ②のいずれかを選択）  

① 令和８ 年４ 月から （ ※） 令和９ 年３ 月まで 

（ ※） 令和８ 年５ 月以降に転入学し た場合は転入学し た月から  

年度の途中で応募要件を 満たし た場合は要件を満たし た月から  

② 高等学校奨学金奨学生願書を提出し た月から 令和９ 年３ 月まで 
 

⑹ 貸付方法・時期 

   ア 奨学金は、 奨学生が指定し た銀行口座に振り 込みます。  

   ※ 原則と し て奨学生本人名義の口座。 やむを 得ない場合は保護者名義の口座

を 指定するこ と も でき ます。  

イ  貸付時期は、 採用区分により 次の表のと おり と なり ます。  

ウ 高校入学直前に短期臨時奨学金の貸付けを受けた奨学生は、短期臨時奨学金

(120,000円)の返還金と相殺した金額となります。 

   ※ 銀行口座への入金は、振込予定日の午後となる場合があります。 
 

 ⑺ 利息及び返還期間 

高等学校奨学金は無利息です。 返還の詳細は、 ８ ページの「 ８  返還（ 高等学

校等卒業後） 」 をご覧く ださ い。  

貸付月分 

採用区分 
４月分～９月分 10月分～12月分 １月分～３月分 

予約採用 ５ 月26日( 火)  10月26日( 月)  １ 月26日( 火)  

定期採用 ７ 月24日( 金)  10月26日( 月)  １ 月26日( 火)  

随時採用 １ 回目は貸付決定後随時、 ２ 回目以降は定期採用と 同じ 。  
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３ 応募要件 

 

 ⑴ 奨学金の区分（ 申込時点の状況で決まり ますので、 選択はでき ません。 ）  

ア 共通要件 

① 学校長が推薦する生徒であるこ と 。  

② 学資の援助を 必要と し ている生徒であるこ と 。  

イ 第一種奨学金 

次の①②のほか、９ページの「９ 返還免除」の要件を満たした場合に卒業時

の免除を受けられる場合があります。  

① 奨学生本人が県内に住所を 有し ているこ と 。  

② 奨学生が学校教育法第１ 条※１ に規定する 県内の高等学校、 中等教育学校の

後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する生徒であるこ と 。  

ウ 第二種奨学金（ 卒業時の免除はありません。 ）  

① 保護者が県内に住所を有し ているこ と 。  

➡ 奨学生本人は県外在住でも かまいません。  

② 学校教育法第１ 条※１ に規定する 高等学校、 中等教育学校の後期課程、 特別

支援学校の高等部又は学校教育法第124条※２ に基づき 設置さ れた専修学校の高

等課程（ 以下「 高等学校等」 と いう 。 ） に在学する生徒であるこ と 。  

➡ 県外の高等学校等でも かまいません。  

 

  注意事項 

 応募にあたり 、 18歳未満の方は本人の申込意思と 保護者の同意が必要です。  

18歳以上の方は、 本人の申込意思のみで応募が可能ですが、 応募にあたっ ては、

生計維持者の方と よく 相談し てく ださ い。  

 

※１ 【 学校教育法】  

第１ 条 こ の法律で、 学校と は、 幼稚園、 小学校、 中学校、 義務教育学校、 高等学校、 中

等教育学校、 特別支援学校、 大学及び高等専門学校と する。  

 

※２ 【 学校教育法】  

第124条 第１ 条に掲げる も の以外の教育施設で、 職業若し く は実際生活に必要な能力を

育成し 、 又は教養の向上を 図るこ と を目的と し て次の各号に該当する組織的な教育を行う も

の（ 当該教育を行う につき 他の法律に特別の規定があるも の及び我が国に居住する外国人を

専ら 対象と するも のを除く 。 ） は、 専修学校と する。  

１  修業年限が一年以上であるこ と 。  

２  授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であるこ と 。  

３  教育を受ける者が常時四十人以上であるこ と 。  

 

※令和８年４月 24 日 朱書き部分を追記しています。 
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＜保護者確認表＞ 

奨学金における「 保護者」 は次の表のと おり と なり ます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 年収要件について 

 令和６ 年度までは応募要件と し て年収要件を 設けていまし たが、 令和７ 年度か

ら 年収要件を 撤廃し まし た。 こ れによ り 、 こ れまで学資の援助を 必要と し ながら

も 年収要件によ り 貸付けを 受けら れなかっ た方も 貸付けを 受ける こ と が可能です。  

 

⑶ その他 

  ア 高等学校等を卒業又は修了し た方は応募するこ と ができ ません。  

ただし 、 高等学校等を 卒業又は修了し た後、 引き 続き 専攻科又は別科に進学

し た方は除き ます。  

  イ  原級留置と なっ た学年に在籍する 方又はそれに準ずる 方は応募する こ と がで

き ません。 ただし 、 特別の事情があると 認めら れる方は除き ます。  

  ウ 貸付けを 受ける こ と のでき る 年数は最大で、 全日制は３ 年間、 定時制及び通

信制は４ 年間までと なり ます。  

   ※ 年度ごと に申込み・ 審査を 受ける必要があり ます。  

 

４ 応募の方法 

⑴ 提出先 在学し ている高等学校等 
 

⑵ 受付期間 

ア 予約採用 令和８ 年４ 月７ 日（ 火） まで  

※ 中学校在学中（ 令和７ 年度） に予約採用奨学生と し て採用さ れた方が対象 

イ 定期採用 令和８ 年度当初の各学校の指定する日まで 

ウ 随時採用 令和９ 年１ 月末ま で随時受付（ 次のよ う な場合に応募でき ます。 ）  

 
いる 

 
いない 

未成年後見人  
いる 

応募時成年 

応募時未成年 

生計維持者２名 

生計維持者１名 

生徒本人 

未成年後見人 

親権者 

 
いない 

入学時は未成年で、  
その際の親権者が２ 名おり  

応募時成年 

入学時成人し ている場合など、  
上記以外 

生計維持者 

 
いない 

親権者 

保護者 
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○ 年度の途中で学資が必要と なっ たと き 。  

○ 転居等により 年度の途中で応募要件を 満たすこ と と なっ たと き 。  
 

⑶ 応募書類 

  ア 予約採用（ 奨学生にあら かじ め様式を送付し ています。 ）  

   ① 高等学校奨学金奨学生願書（予約採用） 

② 奨学金振込口座申出書 

令和８ 年３ 月に短期臨時奨学金の貸付けを 受けた奨学生であっ て、 振込口

座を変更し ない場合は提出不要。 （ 次の③も 同様です。 ）  

③ ②で指定した振込口座の通帳のコピー 

金融機関の名称、 支店名、 口座番号及び口座名義人の「 カ ナ」 がわかる 部

分のコ ピーを 提出し てく ださ い。  

 （ ④ 世帯全員の住民票（ ５ ページの「 ⑷ 証明書類 ア 住民票」 参照） ）  

予約採用申込書提出以降に転居し た場合のみ提出し てく ださ い。  

 

 

イ 定期採用・随時採用 

   ① 高等学校奨学金奨学生願書 

② 世帯全員の住民票（ ５ ページの「 ⑷ 証明書類 ア 住民票」 参照）  

③ 所得に関する証明書類 ( ５ ページの「 ⑷ 証明書類 イ  所得に関する 証

明書類」 参照）  

④ 奨学金振込口座申出書（ 原則と し て、 奨学生本人の口座）  

⑤ ④で指定した振込口座の通帳のコピー 

金融機関の名称、 支店名、 口座番号及び口座名義人の「 カ ナ」 がわかる 部

分のコ ピーを 提出し てく ださ い。  

  （ ⑥ 高等学校奨学金加算申請理由書）  

     １ 年生（ 新入生） 以外であっ て、 貸付月額に10, 000円の加算を 希望する 場

合は提出が必要です。  

（⑦ 家計急変書類） 

家計が急変し 、 収入減少後の状況で所得審査を 希望する 場合は提出が必要

です。 （ ６ ページの「 ⑷ ウ 家計急変書類」 参照）  

 

⑷ 証明書類 

ア 住民票（ コ ピー可・ 発行から ６ か月以内のも の）  

   ○ 続柄（ 世帯主、 子など） の記載がある世帯全員の住民票 

   ○ 本籍・ 国籍、 住民票コ ード 及びマイ ナンバーの記載は不要 

   ○ 自宅外通学の場合は、 応募者及び保護者それぞれの世帯全員の住民票 

イ 所得に関する証明書類（ 定期採用・ 随時採用）  
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   ○ 保護者全員の所得に関する証明書類のう ち、 次の①～④のいずれか 

 ※令和７ 年度よ り 所得制限は撤廃さ れま し たが、 卒業時免除（ 詳細は９ ペー

ジ） の可否の判断等のために、 ご提出をお願いし ます。  

生 活 保 護 を  

受 給 し て 

い な い 場 合 

（ コ ピー可）  

①令和７年度市町村民税・県民税特別徴収税額通知書 

＜会社員、 公務員等の場合、 昨年６ 月頃に勤務先から 配布さ れています。 ＞ 

②令和７年度市町村民税・県民税税額決定・納税通知書 

＜自営業者等の場合、 昨年６ 月頃に市町村から 送付さ れています。 ＞ 

③令和７年度市町村民税・県民税課税(非課税)証明書 

＜市区町村の窓口等で発行でき ます。 ＞ 

※ 随時採用の場合は、 申込時点での最新年度のも の 

※ 市町村民税所得割額と 県民税所得割額の記載があるも の 

※ 証明書類は、 課税の有無、 徴収の方法によっ て異なり ます。  

生 活 保 護 を  

受 給 し て 

い る 場 合 

( コピー不可 )  

④生活保護受給証明書 

（ 10 ページの「 10 その他 ⑵ 生活保護を 受けている

方の申込みについて」 を ご覧く ださ い。 ）  

 

※ 保護者が別居し ている場合であっ ても 、 原則、 保護者全員分の所得に関する証明書

類をご提出いただき ます。  

なお、 税法上配偶者の扶養と なっ ている方の所得に関する証明書類は、 提出を省略

するこ と ができ ます。 （ 扶養し ている方の所得に関する証明書類の記載で、 扶養さ れ

ているこ と が確認でき る場合に限り ます。 例： 課税証明書等の「 配偶者控除」 の欄に

控除額の記載がある場合）  

ただし 、 「 配偶者特別
．．

控除」 を受けている場合は提出を省略するこ と ができ ません。  

（ウ 家計急変書類※） 

※家計が急変し、収入減少後の状況で所得審査を希望する場合のみ提出 

  申出書（ 様式任意） に加え、 家計急変の証明書類と し て、 以下のいずれかの書類を

ご提出く ださ い。  

① 保護者の収入がない（解雇、退職又は事業の廃業等で職に就いていない）場合 

⇒ 離職票、 解雇通告書、 廃業届等のコ ピー又は退職証明書等の原本 

② 保護者の収入が著しく減少した（給与収入や事業収入の減少）場合 

⇒ 給与明細等のコ ピー（ ３ か月分以上。 賞与等がある場合はその明細も 含む）  

個人事業者の場合は収入と 経費が分かる書類（ ３ か月分以上）  

 

５ 奨学生の決定及びその後の手続き 

 ⑴ 貸付決定 

   提出さ れた書類に基づき 、 審査の上、 採用又は不採用決定を 行います。  

 

⑵ 借用証書等の配付 
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奨学生と し て採用決定さ れた場合は、 「 貸付決定通知書」 と と も に、 「 （ 表面）

借用証書・誓約書 （ 裏面） 返還明細書」 （ 以下「 借用証書等」 と いいます。 ）

を、 学校を 通じ てお渡し し ます。  

 

⑶ 借用証書等の提出 

  ア 提出書類 

   ① 奨学生と 連帯保証人２ 名が連署（各自が自筆で署名）し た借用証書等 

   ② 連帯保証人２ 名の印鑑登録証明書 

  イ 提出期限 

    貸付決定通知書に記載さ れた期日 

    （ 令和８ 年度の定期採用の場合、 令和８ 年７ 月上旬頃を予定し ています。 ）  

  ウ 提 出 先 

    在学し ている高等学校等 

  エ 注意事項 

   ・  借用証書等の提出が期日より遅れた場合は、奨学金の貸付けが遅くなります。 

   ・  借用証書等の提出がない場合、 奨学金の貸付けを 辞退し たと みなし ます。  

＜奨学金貸付の流れ＞ 

 

 

○ 提出期限： 学校が定めた期日（ 学校ごと に異なり ます。 ）  

○ 採用手続後、 学校を 通じ て 「 高等学校奨学金貸付決定通知書」 と  

「 借用証書等」 をお渡し し ます。  

 

 

○ 提出期限： 貸付決定通知書に記載さ れた期日 

 

 

○ ２ ページの「 ２  奨学金の内容 ⑹ 貸付方法・ 時期」 記載の時期に、  

奨学金振込口座申出書に記入し た金融機関の口座へ振り 込みます。  

 

 

６ 連帯保証人 

 ○ 連帯保証人と し て、 独立の生計を 営む（ 他の方の税や社会保険の被扶養者と な

っ ていない） 成年の方を原則２名立てる必要があり ます。  

○ 奨学金の貸付けを 受けよ う と する 方が未成年の場合は、 １人目は、保護者と し

てく ださ い。  

○ ２人目は、一定の収入があり、他の方の税や社会保険の被扶養者となっていな

い方と し てく ださ い。  

① 学校へ応募書類を提出（年度ごと） 

② 学校へ「借用証書等」「印鑑登録証明書」（２名分）を提出 

③ 奨学金の振込 
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 ○ 上記の条件を 満たす場合は、 共働きの父母又は年金生活の祖父母も、連帯保証

人となることができます。  

○ 連帯保証人の２ 人目を 立てる こ と ができ ない方で、 他の支援制度を 利用し ても

学資を 賄う こ と が困難な場合は、 神奈川県教育委員会財務課高校奨学金グループ

（ 電話045-210-8251） にご相談く ださ い。  

＜連帯保証人についての注意事項＞ 

※ 連帯保証人は、主債務者（奨学生）と同等の返還義務を負うもので、奨学生の

返還が滞った場合に、奨学生に代わり返還をお願いすることになりますので（ 民

法第 454 条） 、 その旨を十分に説明し た上で了解を 得てく ださ い。  

※ 貸付を 受けている又は連帯保証し ている神奈川県奨学金が滞納と なっ ている 方

は、 連帯保証人と なるこ と はでき ません。 年度途中で滞納が発生し た場合、 奨学

金の貸付を 停止するこ と があり ます。  

※ 連帯保証人に対し て神奈川県教育委員会から 連絡する こ と があり ますので、 あ

ら かじ め御承知おき く ださ い。  

※ 連帯保証人は、 行為能力者であるこ と 、 弁済を する資力を 有するこ と 及び 日

本国内に居住する方であるこ と が必要です。  

７ 貸付廃止・休止 

  奨学生が奨学生である こ と を 辞退する と き 又は退学（ 転学を 含みます。 ） 若し く

は停学になっ たと き 等は、 奨学金の貸付けを廃止し ます。  

  また、 奨学生が休学し たと き は、 奨学金の貸付けを 休止し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 返還（高等学校等卒業後） 

  

 

⑴ 利息 

   奨学金の貸付けは無利息です。  

（ 延滞し た場合は、 延滞利息を 徴収する場合があり ます。 ）  

次の場合は、 必ず学校担当者へ届け出てください。 

○ 貸付けを辞退する場合 

○ 退学、 転学、 休学又は復学する場合 

＜注意事項＞ 

・  奨学金は複数月分を まと めて振り 込みますが、 退学等の場合は奨学金の貸

付けが廃止さ れるため、 過払いが生じ るこ と があり ます。  

・  こ の場合、 過払い分について速やかに返還し ていただく こ と になり ます。  

・  退学等の届出が遅く なっ た場合、 過払い分が多額になる 場合があり ま すの

で、 注意し てく ださ い。  

高等学校等卒業前に詳しく説明した「奨学金返還の手引」をお配りします。 
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⑵ 返還 

   奨学生は、 高等学校等を 卒業後６ か月の据置期間を 経過し た後、 貸付期間の４

倍以内の期間で、 月払い（ 毎月） 、 半年分のまと め払い（ 毎年７ 月と 12月） 又は

１ 年分のまと め払い（ 毎年12月） のいずれかの方法で返還し ます。  

   貸付けを 受けた奨学金の全部又は一部を まと めて返還するこ と も 可能です。  

 

 

 

⑶ 返還猶予 

   奨学金の返還を猶予（ 支払開始時期を 先延ばし ） する制度があり ます。  

  ア 奨学生が大学、 専門学校等へ進学し た場合 

  イ  10ページの「 ９ ⑵卒業後の免除」 に掲げる免除職と し て勤務し ている場合 

  ウ 経済的な事由により 返還が困難な場合 等 

 

 

９ 返還免除 

 ⑴ 卒業時の免除  対象となる可能性のある方は貸付決定時に決まります 

○ 卒業時の免除は、 下表の＜貸付時要件＞と ＜卒業時要件＞の両方を 満たし た

限ら れた方のみが該当と なり ま すので、 返還する こ と を 前提に、 必要な奨学金

の金額を選択し てく ださ い。  

○ 貸付時にア・ イに掲げる 要件を 共に満たし た方で、 かつ卒業時にウ・ エに掲

げる 要件を 共に満たし た場合には、 貸付額の全部又は一部について返還が免除

になり ます。  

「返還の具体的なイメージ」(11～12 ページ)を必ずお読みください。 

返還猶予を希望する場合は申請等の手続が必要です。 
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⑵ 卒業後の免除（職による免除） 

   神奈川県内の施設において介護福祉士、 看護師、 保健師又は助産師と し て貸付

期間に相当する期間良好な成績で勤務し た場合（ 基本額のみ半額免除）  

  ※「 ⑴ 卒業時の免除」 を 受けた場合は、 重ねて職による免除にはなり ません。  
 

 ⑶ その他の免除（返還期日が到来していない金額について全額免除） 

   奨学金の貸付けを 受けた方が死亡し た場合又は心身の故障その他特別の理由に

よ り 奨学金の返還が困難になり 、 生涯回復の見込みがなく 、 返還する 能力を 失っ

たと 認めら れる場合 

○

かつ

○

Ⓐ

　

Ⓑ

イ のⒶ
に該当

イ のⒷ
に該当

　 16ページの別表２ の「 取得し たと き に返還免除と なる 国家資格等」 を
　 高等学校等在学期間中に取得し たと き
　 ※　 国家資格等を 取得し た年度のみが対象

※　 加算額の申込みについては、 ２ ページを 参照

※　 申込んだ加算区分と 異なる 区分の免除条件を 満たし ても 加算額の免除はあり ません。

※　 「 出席状況によ る 区分」 で申込の場合は加算額の免除はあり ません。

（ ※） 随時採用の場合は申込時点での最新年度

　 在学期間を 通じ た全体の評定平均値が５ 段階評価で4. 6以上である こ と

　 学校で行う 部活動等において、 地方大会を 経て全国大会へ出場又は出品
　 し たと き （ 選手登録さ れている 又は出品者と し て表彰さ れている 場合）
　 ※　 該当する 功績があっ た年度のみが対象

　 在学期間を 通じ た全体の評定平均値が５ 段階評価で4. 6以上である こ と

　 学校で行う 部活動等において、 地方大会を 経て全国大会へ出場又は出品
　 し たと き （ 選手登録さ れている 又は出品者と し て表彰さ れている 場合）
　 ※　 該当する 功績があっ た年度のみが対象

  ※  貸付時（ １ 年ごと ） の所得区分によ り 、 免除対象である か否か、 又は免除額（ 全額・ 半額）
    が異なる 場合があり ます。

エ　基本額の免除は、①②に掲げる免除条件のいずれかを満たした方

　　加算額の免除は、③④⑤に掲げる免除条件のいずれかを満たした方

＜卒業時要件＞

ウ　正規の修業年限以内で卒業した方

又は

ア　第一種奨学金の区分で貸付けを受けた方（ ３ ページの３ ( 1) イ 参照）

奨学生本人が県内に住所を 有し ている こ と

奨学生が県内の高等学校、 中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する 生徒
である こ と

イ　特に学資の援助を必要とする者として貸付けを受けた方

生活保護を 受給し ている 世帯又は保護者の令和７ 年度（ ※） の都道府県民税所得割額及び市町
村民税所得割額の合計が０ 円（ 非課税） である 世帯

加
算
額
の
免
除

④「学習活動・特別活動等による区分」で申込の場合

⑤「国家資格等の取得目標による区分」で申込の場合

加算額
全額
免除

加算額
半額
免除

免除額
免除条件

①成績による免除基
本
額
の
免
除

②功績による免除

③「成績による区分」で申込の場合

基本額
全額
免除

基本額
半額
免除

＜貸付時要件＞

保護者の令和７ 年度（ ※） の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が105, 500円
未満である 世帯（ Ⓐを 除く ）
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※ 貸付時点で既に発生し ている 心身の故障を 要因と する 場合は、 返還免除の対

象外です。 また、 既に返還期日が到来し ている金額は免除対象外です。  

 

 

 

10 その他 

 ⑴ 学年について 

  ア 通信制課程 

通信制課程に在学する 応募者については、 修得単位数に応じ 次表のと おり の

学年と し ます。  

通信制課程修得単位数 20未満 20～39 40～59 60以上 

願 書 に 記 載 す る 学 年 １  年 ２  年 ３  年 ４  年 

  イ 単位制の学校 

単位制の学校に在学する 応募者については、 その入学し た年度を １ 年と し 、

以降は入学年度から の経過年数を 学年と し ます。  
 

 ⑵ 生活保護を受けている方の申込みについて 

   高校生に対し ては学用品費や教材費、 通学のための交通費等の費用が「 高等学

校就学費」 と し て支給さ れています。  

   奨学金の貸付けを 受ける と 、 こ の「 高等学校就学費」 で賄いき れない就学のた

めに必要な費用を 除いては、 収入と し て認定さ れる こ と があり ますので、 事前に

市福祉事務所又は県保健福祉事務所の担当者と相談の上で申し 込んでく ださ い。  
 

 ⑶ 他の奨学金との併給について 

神奈川県高等学校奨学金は他の奨学金と の併給について制限を し ていませんの

で、 それぞれの奨学金を 扱っ ていると こ ろ に併給の可否を 確認し てく ださ い。  
 

 ⑷ 奨学金の内容の確認方法 

 奨学金の内容については県のホームページでご案内し ています。  

＜県のホームページ＞https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f324/ 

 検索 神奈川県  奨学金|  

卒業時の免除を除き、免除を希望する場合は奨学生からの申請等の手続が必要です。 

（卒業時の免除は学校が手続を行うため、奨学生本人の手続は不要） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/en7/cnt/f324/
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返還完了までの流れ
　高等学校等卒業後、原則10月（まとめ払いの場合は12月）から返還が開始します。大学
や専門学校に進学された場合などには返還の猶予が可能ですので、ご希望の方は必ず申請
してください。
　奨学金は貸付期間の４倍の期間で返還をすることになりますが、１回の返還額を増額す
ることも、一括で返還することもできますので、ご希望の方はご相談ください。

・大学等に進学した場合

・進学準備、就職準備を行う場合

・そのほか猶予事由に該当する場合

上記で返還猶予を希望する方

６月末までに返還猶予申請の手続が

必要になります。

返還開始
月払い（月賦）の場合は10月から、まとめ払い（半年賦・年賦）の場合は12月から返還が開始します

左記に該当しない方

県から送付する「返還開始のお知らせ」

をお待ちください

高等学校等卒業

高等学校を卒業した年または返還猶予期間が終了する年の

７月に「返還開始のお知らせ」と今後の返還計画書が届きます
※口座振替による返還を希望する場合は、８月末までに振替口座の登録手続きが必要になります

※返還計画書は返還完了まで、この手引きと一緒に大切に保管ください

猶予事由の終了（大学等の卒業 等）

返還完了
後日、返還完了通知書が送付されます

※返還完了時期は、返還開始前に送付された返還計画書を確認してください

要申請

要手続

免除職就労・疾病・り災・生活保護等の方で返還猶予を希望する場合

返還猶予申請の手続が必要になります。

奨学生本人や連帯保証人の氏名、住所、電話番号が変更した場合

異動届の手続が必要になります（電子申請可能）

返還中の手続き

免除職就労で返還猶予を行った者で、貸付相当期間免除職として

県内の医療施設等で勤務をした場合

返還免除申請の手続が必要になります。

猶予申請

異動届

免除申請

３月

６月

７月

10月
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返還金の支払額の例 

○ 高校卒業後の返還金額は、貸付月額によって異なります。 

○ 返還期間は、最大、貸付期間の４倍の期間までになります。 

○ 返還金額は貸付月額ごとに次の返還早見表のとおりになります。 

○ １回あたりの負担が少ない口座振替による月払いを推奨しています。 
 

返還早見表            ※ 奨学金返還金には金利はかかりません（無利子）。 

貸付 

月額  

貸付 

期間 
貸付総額 

返還 

期間 

返還額及び返還回数 

月払い 

（毎月） 

半年払い 

(７月、12 月) 

年払い 

(12 月) 

10,000 円 

1 年 120,000 円 4 年 

2,500 円 

48 回 

15,000 円 

8 回 

30,000 円 

4 回 

2 年 240,000 円 8 年 96 回 16 回 8 回 

3 年 360,000 円 12 年 144 回 24 回 12 回 

20,000 円 

1 年 240,000 円 4 年 

5,000 円 

48 回 

30,000 円 

8 回 

60,000 円 

4 回 

2 年 480,000 円 8 年 96 回 16 回 8 回 

3 年 720,000 円 12 年 144 回 24 回 12 回 

30,000 円 

1 年 360,000 円 4 年 

7,500 円 

48 回 

45,000 円 

8 回 

90,000 円 

4 回 

2 年 720,000 円 8 年 96 回 16 回 8 回 

3 年 1,080,000 円 12 年 144 回 24 回 12 回 

40,000 円 

1 年 480,000 円 4 年 

10,000 円 

48 回 

60,000 円 

8 回 

120,000 円 

4 回 

2 年 960,000 円 8 年 96 回 16 回 8 回 

3 年 1,440,000 円 12 年 144 回 24 回 12 回 

50,000 円 

1 年 600,000 円 4 年 

12,500 円 

48 回 

75,000 円 

8 回 

150,000 円 

4 回 

2 年 1,200,000 円 8 年 96 回 16 回 8 回 

3 年 1,800,000 円 12 年 144 回 24 回 12 回 

       
ひと 月あたり の返還額計算方法【 例： 月額 40, 000 円を 12 カ 月、 ３ 年間借り た場合】  

① 貸付総額を 計算し ます。  

  月額40, 000円×12カ 月×３ 年＝貸付総額1, 440, 000円 

② 返還月数を 計算し ます。  

  12カ 月×３ 年×４ （ 貸付月数の４ 倍） ＝返還月数144カ 月（ 12年）  

③ 返還月額を 計算し ます。  

  貸付総額1, 440, 000円÷返還月数144カ 月＝返還月額10, 000円 

○ この奨学金は、県の税金や卒業した奨学生の返還金等で賄われています。 

○ 貸付けを受けた奨学金は、みなさんが社会人となってから返還することによって、新

たな奨学生に引き継がれていくものです。みなさんの責任と自覚によって必ず期限内

に返還してください。 



（別表１）取得を目標とする国家資格等
国家資格等 級・種別

Ｃ ＣＧエンジニア検定 エキスパート／ベーシック
ＣＧクリエイター検定 エキスパート／ベーシック

Ｄ ＤＴＰ検定 ディレクション／ビジネス
G GTEC A dvan ced/Basic/CBT/Core 2 7 0 点以上
I IE LTS 4 .0 以上
Ｍ ＭＩＤＩ検定 １級／２級（筆記・実技）／３級
Ｌ Ｌｉｔｅｒａｓ論理言語力検定 ２級
Ｔ TEA P １３５点以上

TEA P　CBT 2 3 5 点以上
ＴＯＥＦＬ　ｉＢＴ 3 5 点以上
ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）/( S& W ) 3 2 0 点以上

Ｗ Ｗｅｂデザイナー検定 エキスパート／ベーシック
ア アマチュア無線技士 １級／２級
イ 移動式クレーン運転士
エ エアロビック技能検定 特級／１級／２級／３級／４級

英語検定（全国商業高等学校協会） １級／２級／３級
園芸装飾技能士 ３級

オ 大型特殊免許
カ 介護職員初任者研修

海上特殊無線技士 １級／２級／３級
海上無線通信士 ４級
化学分析（化学分析作業）技能検定 ２級／３級
画像処理エンジニア検定 エキスパート／ベーシック
家庭料理技能検定 ２級
家電製品エンジニア ＡＶ情報家電／生活家電
火薬類取扱保安責任者 甲種／乙種
カラーコーディネーター検定試験 アドバンスクラス／スタンダードクラス
管工事施工管理技術検定 ２級

キ 機械加工（普通旋盤作業）技能検定 ２級／３級
機械加工（フライス盤作業）技能検定 ２級／３級
機械検査技能検定 ２級／３級
機械製図検定
危険物取扱者 甲種／乙種第１～６類
基礎製図検定
技術英語能力検定 2 級／3 級
救急法救急員養成講習
金属熱処理技能検定 ２級／３級

ク グラフィックデザイン検定 １級／２級／３級
クレーン・デリック運転士

ケ 計算技術検定 １級／２級
計算実務能力検定 １級／２級／３級
毛糸編物技能検定 ２級
下水道管理技術認定
建築施工管理技術検定 ２級
ケンブリッジ英語検定 10 0 点以上
建築大工（大工工事作業） 技能検定 ２級／３級

コ 高圧ガス製造保安責任者
第三種冷凍機械／丙種化学（液化石油ガス）／丙種化学（特
別試験科目）

公害防止管理者
騒音・振動／特定粉じん／一般粉じん／大気１～４種／水質１
～４種／ダイオキシン類

工事担任者
総合通信／第一級アナログ通信／第二級アナログ通信／第
一級デジタル通信／第二級デジタル通信

高等学校エンジン技術検定 １級／２級
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国家資格等 級・種別
高等学校海洋情報技術検定
高等学校栽培漁業技術検定 １級／２級
高等学校潜水技術検定 上級／一級／二級／三級
硬筆書写技能検定 １級／準１級／２級
小型船舶操縦士 １級
国際連合公用語英語検定試験 特Ａ級／Ａ級／Ｂ級／Ｃ級／Ｄ級
コンピュータサービス技能評価試験
（ワープロ部門）

２級

サ サービス接遇検定 １級／準１級／２級／３級
酸素欠乏危険作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

シ 仕上げ（機械組立仕上げ作業）技能検定 ２級／３級

色彩検定 １級／２級／３級
実用英語技能検定（日本英語検定協会） １級／準１級／２級／準2 級プラス／準２級／３級
実用数学技能検定 １級／準１級／２級／準２級／３級
実用フランス語技能検定 １級／準１級／２級／準２級／３級／４級／５級
社会人常識マナー検定 １級／２級／３級
社会福祉・介護福祉検定 １級／２級／３級／４級
車両系建設機械運転技能講習
珠算検定 段位／１級／準１級／２級／準２級／３級
手話技能検定 １級／準１級／２級／準２級／３級／４級／５級
浄化槽管理士
商業経済検定 １級／２級／３級
情報技術検定 １級／２級／３級

情報検定（Ｊ検）
情報システム試験（技術認定）／情報活用試験１級、２級／情
報デザイン試験上級

情報処理技術者試験
基本情報技術者／応用情報技術者／ＩＴパスポート試験／そ
の他の種別

情報処理技能検定試験
表計算１級／準１級／２級／準２級／３級
データベース１級／２級／３級

情報処理検定ビジネス情報部門 １級／２級
情報処理検定プログラミング部門 １級／２級
情報処理検定 ３級
消防設備士 甲種第４類／乙種第１～７類
初級ＣＡＤ検定
食生活アドバイザー ２級／３級
食の６次産業化プロデューサー レベル２／レベル１
食品表示検定 初級／中級

ス スペイン語技能検定 １級／２級／３級／４級／５級
セ 全国手話検定 １級／準１級／２級／３級／４級／５級

全国高等学校家庭科食物調理技術検定 １級／準1級
全国高等学校家庭科被服製作技術検定 洋服１級／準1級／和服１級／準1級
全国高等学校家庭科保育技術検定 １級／準1級
潜水士

ソ 造園技能士 ２級／３級
造園施工管理技術検定（第一次検定） ２級
総合無線通信士 ３級
測量士
測量士補

チ 中国語検定試験 １級／準１級／２級／３級／４級／準４級
地理空間情報専門技術認定

テ 低圧電気取扱特別教育
鉄筋施工技能検定（鉄筋組立て作業） ２級／３級
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国家資格等 級・種別
電気工事士 第１種／第２種
電気工事施工管理技術検定 ２級
電気主任技術者 第３種
電子機器組立技能検定 ２級／３級

電気機器組立技能検定（シーケンス制御） ２級／３級

電卓技能検定試験 段位／１級／２級／３級
電卓計算能力検定試験 段位／１級／２級／３級

ト
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主
任者
毒物劇物取扱者
土木施工管理技術検定（第一次検定） ２級
トレース技能検定試験 １級／２級

ニ 日本漢字能力検定 １級／準１級／２級／準２級
日本語検定 ２級／３級／４級
日本語能力試験 Ｎ１／Ｎ２／Ｎ３／Ｎ４
日本語ワープロ検定試験 初段／１級／準１級／２級／準２級
日本商工会議所珠算能力検定 １級／２級／３級
日本商工会議所日商ＰＣ検定
（データ活用）

１級／２級／３級

日本商工会議所日商ＰＣ検定
（文書作成）

１級／２級／３級

日本商工会議所日商ＰＣ検定
（プレゼン資料作成）

１級／２級／３級

日本商工会議所販売士検定 ２級／３級
日本商工会議所ビジネス英語検定 １級／２級／３級
日本商工会議所簿記検定 １級／２級／３級
日本農業技術検定 １級／２級／３級

ハ 舶用機関整備士 １級／２級／３級
パソコン利用技術検定 １級／２級
「ハングル」能力検定試験 １級／２級／準２級／３級／４級／５級

ヒ ビジネス計算実務検定 １級／２級／３級
ビジネス文書実務検定 １級／２級／３級
秘書検定 １級／準１級／２級／３級

フ 福祉住環境コーディネーター １級／２級／３級
フラワー装飾技能士 ２級／３級
文章読解・作成能力検定 ２級／準２級／３級
文書処理能力検定（表計算） １級／２級／３級
文書処理能力検定（ワープロ） １級／２級／３級

ホ ボイラー技士 ２級
簿記実務検定 １級／２級／３級
簿記能力検定 上級／１級／２級／３級

マ マルチメディア検定 エキスパート／ベーシック
モ 毛筆書写技能検定 １級／準１級／２級
ユ 有機溶剤作業主任者

リ 理科検定

（物理検定）１級／準１級／２級／準２級
（化学検定）１級／準１級／２級／準２級
（生物検定）１級／準１級／２級／準２級
（地学検定）１級／準１級／２級／準２級／３級

陸上特殊無線技士 １級／２級／３級
陸上無線技術士 ２級

レ レース編物技能検定 ２級
歴史能力検定 世界史１級／２級／３級、日本史１級／２級／３級
レタリング技能検定 １級、２級
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（別表２）取得したときに返還免除となる国家資格等
国家資格等 級・種別

Ｔ ＴＯＥＩＣ（Ｌ＆Ｒ）/( S& W ) 15 6 0 点以上
キ 危険物取扱者 甲種
シ 実用英語技能検定（日本英語検定協会） １級／準１級

情報処理技術者試験 応用情報技術者
ソ 測量士
テ 電気主任技術者 第３種
ニ 日本商工会議所簿記検定 １級
ホ 簿記能力検定 上級
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